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平成２９年１２月９日開催 シンポジウム進行（案） 

（午前１０時１０分 開会） 
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１０時開始 

（障害者週間実行委員長開会の挨拶） 

（市長開会の挨拶） 

１０時１０分頃まで 

 

改めまして、皆様おはようございます。午前の部の司会を務めさせて

いただきます、小金井市地域自立支援協議会委員の馬場でございま

す。 

 

同じく委員の小幡でございます。 

 

よろしくお願いいたします。 

まず、配布資料の確認をさせていただきます。お手元の資料をご確認

下さい。入場の際に、お配りしておりますのは、 

 

○次第書 

○（仮称）小金井市障害者差別解消条例（障害のある人もない人も共

に学び共に生きる社会をめざす小金井市条例）案 

○自立支援協議会と私たちの暮らし 

○アンケート 

以上でございます。もし配布物がお手元にありませんでしたら、お知

らせください。会場内の職員がお持ちいたします。 

 

次に会場内のご紹介をさせていただきます。 

まず、会場向かって右手には手話通訳者の方にお越しいただいており

ます。本日はよろしくお願いいたします。 

また、その隣にスクリーンをご用意しておりますが、こちらにはスマ

ートフォンアプリを利用して発言をそのまま文字として映し出しま

す。専用のマイクを使用いたしますので、ご発言いただく際にはご協

力をお願いします。なお、お話いただいた言葉を一字一句正確に映し

出すことは難しいので、その点はご容赦ください。 
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それでは次第に従いまして、進めさせていただきます。 

次第の１番、小金井市地域自立支援協議会会長より一言ご挨拶をさせ

ていただきます。会長お願いします。 

 

皆様おはようございます。 

シンポジウムにあたり一言ご挨拶させていただきます。 

私たち小金井市地域自立支援協議会では、平成２８年４月１日の障害

者差別解消法の施行に伴い、小金井市における差別解消条例の制定を

目指して、この２年間、議論を深めて参りました。 

昨年の障害者週間のシンポジウムにおいて、当事者の皆様、会場の皆

様からご意見をいただき、その声をくみ取らせていただきながら、小

金井市地域自立支援協議会条例案として市に提出させていただきまし

た。 

しかしながら、市における調整等の結果、お手元にある条例案とし

て、現在、パブリックコメントを行っているところでございます。 

地域自立支援協議会としては、不本意な部分もございますが、まずは

障がい者に対する差別解消の足掛かりとして、この条例が無事に制定

され、公布されることを願っています。 

小金井市が障がいのある方もない方も暮らしやすい街であるために、

本日は皆さんと一緒に考えていきたいと思いますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。 

なお、地域自立支援協議会の活動や役割については、本日配布してお

ります資料をご覧ください。 

 

高橋会長ありがとうございました。皆様のご協力に感謝申し上げま

す。 

先ほど、髙橋会長よりパブリックコメントのお話がありましたが、皆

様のお手元にある条例案につきまして、●●月●●日までパブリック

コメントを行っております。 

本会場にもパブリックコメントの用紙を備えておりますので、ご意見

のある方は意見のほか、氏名等もご記入の上、お帰りの際に会場にあ

るボックスに入れていただくか、ファクスまたはメールにてご意見を
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お送りいただければと思います。 

それでは次第の２、委員報告に移らさせていただきます。地域自立支

援協議会副会長の矢野委員よりご報告させていただきます。 

それでは矢野副会長よろしくお願いいたします。 

 

～委員報告（２０分～２５分）～ 

 

矢野副会長ありがとうございました。 

それでは次に進みます。 

次第の３「当事者からの意見」です。 

本日は、様々な障がいをお持ちの当事者の方や保護者の方々にいらっ

しゃっていただいております。 

先ほど矢野副会長から報告させていただいた条例案に対するご意見を

中心に伺うということで、お一人につき大変申し訳ございませんが、

３分～５分でお話しをお願いしたいと思います。 

一応の目安として３分で鐘を鳴らさせていただきますので、鐘が鳴

りましたら、残りの時間でおまとめいただければ有難いです。 

 

それでは、早速ですが○○様、よろしくお願いいたします。 

～当事者意見～ 

貴重なご意見ありがとうございます。 

 

続きまして○○様お願いいたします。※６人繰り返す。 

○○様貴重なご意見ありがとうございます。 

改めましてご意見をいただいた皆様、誠にありがとうございました。 

 

今まで、当事者のご意見を伺わせていただきましたが、矢野委員の方

で補足説明等ございませんでしょうか。 

 

それではここで本日会場にお越しいただいている方からも条例制定に

関するご意見を頂戴いたしたいと思います。より多くの方にご意見を

頂戴したいと思っておりますので、恐縮ですが、３分程度の発言とさ

せていただきます。 

マイクをお持ちいたしますので、ご意見等のある方は、お手をお上げ
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ください。 

 

～会場発言（３５分程度）～ 

 

皆様、貴重なご意見ありがとうございました。 

 

それでは次第の最後といたしまして、髙橋会長より本日の総評をいた

だきたいと思います。髙橋会長お願いいたします。 

 

～総評（５分）～ 

 

髙橋会長ありがとうございました。 

これですべての内容が終了いたしました。 

本日皆様からいただいた貴重なご意見を踏まえて、協議会において更

に議論を進めていきたいと思います。 

なお、お手元にお配りしておりますアンケートは、お帰りの際に入口

付近で回収させていただきますのでご協力をお願いいたします。 

 

なお、本日の午後より、この会場を出てすぐにあります『スペースN』

にて、市内の事業所によるパンやお菓子、手芸品を販売しています。ぜ

ひご利用ください。 

また、障害者週間のイベントとして、この会場でもこのあと午後より、

『ふれあいイベント～パラリンピック出場～吉田信一選手と卓球体験を

しよう』があります。 

地下のギャラリーでは芸術展も開催されています。合わせてご案内申し

上げます。 

 

本日はご参加いただき誠にありがとうございました。 

お忘れ物のないようお気をつけてお帰りください。 

 

 


